
地 域 再 生 計 画 
１ 地域再生計画の名称 
   「安心と快適を実感できる吉備町創造計画」 
 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 
   有田郡有田川町 
 
３ 地域再生計画の区域 
   和歌山県有田郡有田川町の区域の一部（旧吉備町地区） 
 
４ 地域再生計画の目標 
   有田川町旧吉備町地区は、世界遺産に登録された霊峰高野山を源とする清

流「有田川」の中流域に位置し、温暖な気候であることから、古くから「あ

りだみかん」の優良産地として栄えてきた。 
   また、現在では近畿自動車道を始め県内主要国道が交差する交通の要所と

なっていることから商業も活発に行われている。 
   平成１７年３月３１日現在の住基人口は１５，０８３人となっており、過

去１６年間については年間約１００人のペースで人口が増加している和歌山

県下でも数少ない地域となっている。 
   こういった状況にあって、人口増加とともに新築家屋も増加し、平野部に

おいては急速に宅地化が進み、公共水域の水質悪化、雨水排水の改善につい

て住民からも要望が寄せられるようになった。 
   こうしたことから、旧吉備町地区においては、平成５年度より農業振興地

域における農業集落排水施設整備を、都市計画区域内における公共下水道整

備については、平成１５年度より事業着手し、その他の地域においても合併

処理浄化槽設置整備事業（個人設置型）を行ってきた。 
   このような整備の結果、平成１６年度末の汚水処理人口普及率は３４．２％

となったが、依然として全国平均値の７９．４％からは大きく遅れており、

改善が必要な状況となっている。 
   また、平成１５年度から公共下水道事業において、浸水被害を防ぐ目的で

雨水処理を計画しており、平成１７年度中の事業認可取得を目指していると

ころである。 
   旧吉備町地区としては若い世代の住民が、働きながら安心して子育てが出

来る快適な町を目指し、「災害に強い安全な町」、「自然と文化の調和した快適

な町」を作るため、「都市再生整備計画」における文化交流拠点地区整備によ

り、憩いの公園などの生活交流拠点の整備や、歩行者が安全で快適に移動で

きるよう歩道自転車道の設置等を進めている。 



   この計画に併せ、本計画により遅れている汚水処理施設の整備を急速に実

施し、環境と文化の調和のとれた町づくりを通した地域の再生を実現する。 
 
 【目標１】 汚水処理施設整備区域の拡大 
       （汚水処理人口普及率 ３４．２％ → ５０．０％） 
 
 【目標２】 環境と文化の調和の取れた快適で活気のある町づくり 
        人口 １５，０８３人 → １５，８００人 
         （旧吉備町長期総合計画 目標年次 平成２２年） 
 
５ 目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 
   本計画の目標を達成するため、公共下水道においては早期供用開始を目指

し終末処理場を建設するとともに、供用区域の拡大を図るため天満、小島、

長田、明王寺地区内の管渠整備を実施する。 
   また、浄化槽においては、公共下水道及び農業集落排水区域外の各地域に

おける整備を実施し汚水処理施設整備区域の拡大を図る。 
 
（１） 公共下水道 
     （事業認可） 
       処理区域  町内１０地区 ９９ｈａ 
       処理人口  ３．３４０人 
       処理水量  日最大 １，９００㎥／日 
 
（２） 浄化槽（個人設置型） 
     （年間設置件数） 
       ５人槽    ３０基 
       ７人槽    ２５基 
       ８人槽以上   ４基 
 
５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 
 （１） 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
      対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を完了し

ている。なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面

による。 
       公共下水道 ・・・・・・・・ 平成１５年１０月に事業認可 
 



 
  ［事業主体］ 
     有田川町 
  ［施設の種類］ 
     公共下水道、浄化槽 
  ［事業区域］ 
     公共下水道      旧吉備町 天満、小島、長田地区 
     浄化槽（個人設置型） 旧吉備町地区内の公共下水道認可区域 
                及び農業集落排水区域以外の全域 
  ［事業期間］ 
     公共下水道     平成１７年度 ～ 平成２１年度 
     浄化槽       平成１７年度 ～ 平成２１年度 
 
  ［整備量］ 
     公共下水道    終末処理施設整備 
               事業認可 処理人口 ３，３４０人 
                    処理水量 １，９００㎥／日 
              管渠整備 
               天満、小島、長田地区 
                Φ２００～３００㎜ Ｌ＝１０，５００ｍ 
 
     浄化槽       ２９５基 
 
     なお、各施設における新規の処理人口は下記のとおり。 
     公共下水道 天満、小島、長田地区で      １，８３７人 
     浄化槽 公共、農排区域外地区で        １，７３５人 
 
 ［事業費］ 
     公共下水道    事業費   ３，５００，０００千円 
              （うち、交付金 １，８３０，０００千円） 
              単独事業費   ３８０，０００千円 
 
     浄化槽      事業費     １５４，５６０千円 
              （うち、交付金    ５１，５２０千円） 
 
 
     合  計     事業費   ３，６５４，５６０千円 



              （うち、交付金 １，８８１，５２０千円） 
              単独事業費   ３８０，０００千円 
 
５－３ その他の事業 
   有田川町において現在事業を進行している、「都市再生整備計画」における

文化交流拠点地区整備により、地域交流センター、憩いの公園による生活交

流拠点の整備、歩行者が安全で快適な移動が可能となる東西に貫く歩道自転

車道の設置等とあわせて本計画を実施することにより、環境と文化が調和し

た魅力ある地域づくりを図る。 
 
６ 計画期間 
   平成１７年度 ～ 平成２１年度 
 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 
   本計画完了後有田川町において、４に示す数値目標に照らし状況を評価し、

公表する。 
 
８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 
   該当無し 
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 （１） 付１－１  地域再生計画に含まれる行政区画を表示した図面 
  
      
 （２） 付２－１  地域再生計画の工程表 
     
     付２－２  工程表の内容を説明した文章 
  
 
 （３） 付３－１  汚水処理施設整備交付金に係る整備箇所図（公共下水道） 
   
     付３－２  汚水処理施設整備交付金に係る整備箇所図（浄化槽） 
 
 
 （４） 付４    地域再生計画の全体像を示すイメージ図 
 
 
 


